
羽島市告示第１６０号 

 令和５年度羽島市地域医療機関等物価高騰対策給付金支給要綱を次のように定め

る。 

 

  令和５年７月３日 

 

令和５年度羽島市地域医療機関等物価高騰対策給付金支給要綱 

（趣旨）  

第１条 この要綱は、原油価格や電気・ガス料金を含む物価の高騰により、影響を受

けた羽島市内に所在する地域で求められる医療の提供をしている医療機関等（以下

「医療機関等」という。）に対し、医療の提供の継続を支援し、経営の安定を図る

ことを目的に支給する令和５年度羽島市地域医療機関等物価高騰対策給付金（以下

「給付金」という。）に関し、羽島市補助金交付規則(昭和４４年羽島市規則第８

号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（支給対象者） 

第２条 給付金の支給対象となる医療機関等（以下「対象医療機関」という。）は、

令和５年４月１日時点で、羽島市内に開設している医科診療所、歯科診療所、助産

所、訪問看護ステーション及び薬局とする。 

２ 前項に規定する医療機関等は、次の表の左欄に掲げる医療機関等の区分に応じ、

それぞれ同表の右欄に該当するものとする。 

医科診療所及び歯科診療所 保険医療機関であり、かつ、令和５年４

月１日時点でその指定をされており、

支給申請時点まで事業を継続（指定登

録理由変更により継続している場合を

含む。）して実施しているもの 

助産所 医療法（昭和２３年法律第２０５号）第

８条に基づき都道府県知事に届出して

事業を継続して実施しているもの 

訪問看護ステーション 指定訪問看護事業者であり、かつ、令和

５年４月１日時点でその指定をされて
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おり、支給申請時点まで事業を継続（指

定登録理由変更により継続している場

合を含む。）して実施しているもの 

薬局 保険薬局であり、かつ、令和５年４月１

日時点でその指定をされており、支給

申請時点まで事業を継続（指定登録理

由変更により継続している場合を含

む。）して実施しているもの 

３ 対象医療機関のうち病床をもつ医科診療所又は助産所を加算対象医療機関（以下

「加算対象医療機関」という。）とする。 

（給付金の額及び給付回数） 

第３条 給付金の額は、別表のとおりとし、給付回数は１回限りとする。 

２ 加算対象医療機関には、前項の額に令和５年４月１日時点における許可病床１床

につき、９５，０００円を加算する。 

（支給申請） 

第４条 給付金の支給を申請しようとする対象医療機関（以下「申請者」という。）

は、令和５年度羽島市地域医療機関等物価高騰対策給付金支給申請書兼請求書（別

記第１号様式）に必要書類を添えて、令和５年８月３１日までに市長に提出しな

ければならない。 

（支給決定等） 

第５条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の内

容を審査し、給付金の支給の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の規定により給付金の支給の決定をしたときは、令和５年度羽島

市地域医療機関等物価高騰対策給付金支給決定通知書（別記第２号様式）により、

支給しないことを決定したときは、令和５年度羽島市地域医療機関等物価高騰対

策給付金不支給決定通知書（別記第３号様式）により、申請者に通知するものとす

る。 

３ 市長は、給付金の支給を決定した申請者（以下「支給決定者」という。）に対

し、速やかに給付金を支給するものとする。 

 （実績報告） 

第６条 給付金の支給の決定を受けた者は、令和６年２月２９日までに令和５年度



羽島市地域医療機関等物価高騰対策給付金実績報告書（別記第４号様式）を市長

に提出しなければならない。 

 （確定通知） 

第７条 市長は、前条に定める実施報告書を受理した場合は、審査を行い、適当と

認めたときには、令和５年度羽島市地域医療機関等物価高騰対策給付金確定通知書

（別記第５号様式）により通知するものとする。 

（支給の取消し等） 

第８条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当

該支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

⑴ 偽りその他不正な行為により給付金の支給を受けたとき。 

⑵ 支給決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。 

⑶ その他市長が給付金を支給することが適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、前項の規定により取消しを行ったときは、令和５年度羽島市地域医療

機関等物価高騰対策給付金支給決定取消通知書（別記第６号様式）により通知す

るものとする。 

（給付金の返還） 

第９条 市長は、前条の規定により給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消した

場合において、当該取消しに係る給付金が既に支給されているときは、市長が定め

る期限までに当該支給決定者に対し、その返還を命じるものとする。 

（関係書類の保管） 

第１０条 支給決定者は、この給付金に係る関係書類等（これらの作成又は保存に

代えて電磁的記録の作成又は保存がされている場合は、当該電磁的記録）を、給

付金の支給を受けた翌年度から起算して５年間保管しなければならない。 

 （報告又は調査） 

第１１条 市長は、給付金の支給に関して必要があると認めるときは、申請者又は

支給決定者に対し、必要な報告を求め、又は調査をすることができる。 

２ 申請者又は支給決定者は、前項の規定により市長から報告又は調査を求められ

たときには、これに応じなければならない。 

（委任） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 



（施行期日） 

１ この告示は、令和５年７月３日から施行する。 

（失効） 

２ この告示は、令和６年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日前に支給

決定した給付金に係る第８条から第１１条までの規定については、同日以後もなお

その効力を有する。 

別表（第３条関係） 

対象医療機関 
１医療機関等あた

りの給付金の額 

医科診療所、歯科診療所、助産所 ２００,０００円 

訪問看護ステーション、薬局 １００,０００円 

 


